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１．計画の基本的事項 
 

(１) 計画の基本的な考え方 

 

 平成３７年（２０２５年）に団塊の世代が全て７５歳以上となる超高齢社会を迎えるに

あたり、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図るとともに、住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する地

域包括ケアシステムの構築を図り、地域において急性期から在宅医療・介護までの一連の

サービスを切れ目や過不足なく確保する体制を整備していくことが、喫緊の課題となって

いる。 

 本県においても、今後、高齢化の一層の進展が見込まれており、現在の医療、介護サー

ビスの提供体制のままでは十分な対応ができなくなることが考えられるため、平成３７年

を見据え、限られた医療、介護資源を有効に活用しながら、利用者の視点に立って必要な

サービスを確保していく必要がある。 

 このため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法

律第６４号）第４条に基づく本計画を策定し、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化・

連携の推進を図るための事業の実施や、地域包括ケアシステム構築に向けた在宅医療や介

護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の確保・養成を図る

ための事業に取り組むことにより、本県における医療及び介護の総合的な確保を推進して

いく。 

山梨県の人口    （単位：人） 

 H12 H17 H22 H27 

山梨県全県 888,172 884,515 863,075 834,930 

中北 472,472 476,572 473,854 464,759 

峡東 147,747 146,319 141,288 136,371 

峡南 67,022 63,466 58,137 52,771 

富士･東部 200,931 198,158 189,796 181,029 

出所） 総務省「国勢調査」 
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［平成３０年度計画に基づき実施する事業］ 

 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

 

（医療分） 

Ｎｏ.１ 地域医療構想推進事業 

Ｎｏ.２ 精神・身体合併症医療連携推進事業 

Ｎｏ.３ がん診療施設設備整備事業 

Ｎｏ.４ 周術期等口腔機能管理推進事業 

Ｎｏ.５ 医療機能分化・連携推進地域移行支援事業 

Ｎｏ.６ 医療機能多職種連携促進事業 

Ｎｏ.７ 地域医療連携推進総合拠点事業 

 

〇 平成２８年５月に策定した「山梨県地域医療構想」は、患者の状態に見合った病床
で、その状態にふさわしい医療を受けられるようにすることができるための方向性を
示すものとして、平成３７年における必要病床数等を推計したものである。 

 

〇 この構想で示した平成３７年における機能区分別の必要病床数は、図表１のとおり

であり、平成２６年度の病床機能報告の結果と比較すると、急性期機能からの転換等

による「回復期機能の充実・強化」や、今後在宅医療等での対応が必要とされる「慢

性期機能の見直し」が課題となっている。 

 

〇 このため、平成３７年を見据えて、在宅医療等による患者の受け皿を整備していく

とともに、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を本格化し、病

床の機能分化･連携を推進していく。 

 

 

図表１ 平成 37 年における機能区分別の必要病床数（出典「山梨県地域医療構想」） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※ 病床機能報告は、各医療機関が⾃主的に判断して報告した数であることなど、病床数の⽐較にあたっては⼀定の留意が必要 

 
 

全  県　
⾼度急性期 1,178 535
急性期 3,914 2,028
回復期 928 2,566
慢性期 2,348 1,780

8,368 6,909
床 床

平成26年7月時点
病床機能報告の集計結果

平成37年（2025年）
地域医療構想における必要病床数

計 計
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２ 居宅等における医療の提供に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ. ８ 在宅医療推進協議会設置事業 

Ｎｏ. ９ 在宅医療広域連携等推進事業 

Ｎｏ.１０ 在宅歯科医療人材育成事業 

Ｎｏ.１１ 在宅歯科医療連携室整備事業 

Ｎｏ.１２ 訪問薬剤管理指導推進事業 

Ｎｏ.１３ 訪問看護推進事業 

Ｎｏ.１４ 在宅歯科医療普及啓発事業 

 

〇 平成３７年における在宅医療等の医療需要は、県全体で１日あたり８，２０１人と推

計されている。この内、訪問診療の受領者は 1 日あたり３，５０８人の対応が必要とな

っているが、平成２８年度の訪問診療の受領者は 1 日あたり２，５７７人となっており、

体制の整備が必要となっている。。 
 

〇 本県は、図表２のとおり、人口１０万人対の在宅療養支援診療所数が全国平均を大き

く下回るほか、平成２８年における訪問診療患者数が人口１０万人対で全国４３位とな

るなど、在宅医療の提供体制は総じて脆弱な状況となっている。 
 

〇 このため、引き続き在宅医療に取り組みやすい環境を整備し、在宅医療を担う医師、

歯科医師、看護師等の確保･養成や、医師連携･多職種連携体制の構築等に向けた取組を

総合的に推進していく。 

 
図表２ 在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、訪問診療患者の数  

                        （出典「山梨県地域医療構想」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3

10.8

0

5

10

15

⼭梨県 全国

5.9
6.1

5

5.5

6

6.5

7

⼭梨県 全国

303

508

0

200

400

600

⼭梨県 全国

在宅療養支援診療所数 
（平成 28 年 人口 10 万対） 

訪問看護ステーション数 
（平成 28 年 人口 10 万対） 

訪問診療患者数 
（平成 28 年 人口 10 万対 人/日） 

全国 
43 位 
全国 
43 位 



- 4 - 
 

 
３ 介護施設等の整備に関する事業 
 

（介護分） 

事業番号１ 山梨県介護施設等整備事業 

 
 

〇 本県ではこれまで、自宅での生活が困難な高齢者が安心して生活できるよう、特別養

護老人ホーム等の整備を計画的に実施してきた。これにより、本県の要介護認定者数に

対する特別養護老人ホームの定員数は、全国でも上位に位置している。 
 

図表３ 特別養護老人ホーム整備状況（平成 29 年度） 

 
 

〇 しかし、特別養護老人ホームへの入所申込者（待機者）は、依然として全国平均より

多く、入所の必要性の高い方（在宅の要介護度 4・5 の方）も相当数待機している状況

にある。 
 

〇 これら必要性の高い待機者の数は、健康長寿やまなしプランに基づく施設整備等によ

り減少してきたが、今後、高齢化は更に進展することが見込まれており、それに伴う待

機者の増加に対応するため、計画的な施設整備が必要となる。 
 

〇 このため、居宅での生活が困難な高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

地域密着型を基本として特別養護老人ホーム等の整備を進めていく。 
 

〇 また既存の特別養護老人ホームについて、高齢者のプライバシー保護のための施設改

修を支援し、生活環境の向上を図っていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 

65歳以上

千人当たり

定員数

要介護認定者

千人当たり

定員数

入所待機者

の割合

a b c c/a c/(b/1000) d d/b*100

全国合計 35,152千人 6,407,259人 600,622人 17.1人 93.7人 292,567人 4.6%

山梨県 245千人 38,669人 4 ,766人 19.5人 123.3人 4,860人 12.6%

都道府県別14位 都道府県別6位

・65歳以上人口（a）は平成29年10月1日現在。「総務省人口推計」より　

・要介護認定者数（b）は平成29年9月末現在。「介護保険事業状況報告月報（厚生労働省）」より

・定員数（c）は平成29年10月1日現在。静岡県調査

・入所待機者数（d）は平成28年厚生労働省調査（調査時点は都道府県によって異なる）

特別養護老人ホーム定員数65歳以上
人口

要介護

認定者数

要介護認定者の

うち

入所待機者数
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４ 医療従事者の確保に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ.１５ 地域医療支援センター運営事業 

Ｎｏ.１６ 医師派遣推進事業 

Ｎｏ.１７ 医療勤務環境改善支援センター運営事業 

Ｎｏ.１８ 産科医等分娩手当支給事業 

Ｎｏ.１９ 小児救急医療体制確保事業（小児救急医療体制整備事業） 

Ｎｏ.２０ 新人看護職員研修事業 

Ｎｏ.２１ 看護職員資質向上推進事業 

Ｎｏ.２２ 看護師等養成所運営費補助事業 

Ｎｏ.２３ 病院内保育所運営費補助事業 

Ｎｏ.２４ 看護師等養成所運営費補助事業 

 

〇 平成２８年における本県の医療施設従事医師数は、図表４のとおり、人口１０万人対

で２３１.８人であり、全国平均（２４０.１人）を下回る。 

  加えて、医療圏域別の人口１０万対医師数では、中北区域に医師が集中する一方で、

峡南区域、富士･東部区域では医師数が極めて少なく地域偏在が顕著となっている。 

 

〇 また、平成２８年における本県の就業看護師･就業准看護師数は、図表５のとおり、

人口１０万人対で１,１９８.７人であり、県全域では全国平均（１,１６０.１人）を上

回っている。 

  加えて、医療圏域別では、中北区域や峡東区域に看護職員が集中し、峡南区域や富士･

東部区域との間で、地域偏在が顕著となっている。  

 

〇 地域に必要な医療従事者の確保が困難になっている背景としては、若い世代の職業意

識の変化や医療ニーズの多様化、医師の偏在等が挙げられる。特に、当直や交替制勤務

を行う医療従事者の勤務環境が厳しい状況に置かれていることから、勤務環境の改善を

一層進めることにより、人材の定着を図ることが必要である。 

 

〇 このため、医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、潜在看護職員の再就業

支援、チーム医療の推進等に必要な事業を総合的に実施し、医師、看護師等の地域に必

要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進していく。 
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図表４ 医療施設従事医師数 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図表５ 就業看護師･就業准看護師数（平成 28 年人口 10 万対） 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な診療科別の医療施設従事医師数 医療施設従事医師数 
（平成 28 年 人口 10 万対） 

実数
（人）

実数
（人）

全国 全国

総　数 1,924 231.8 240.1 心臓血管外科 22 2.7 2.5

内科（一般内科） 352 42.4 47.9 消化器外科 38 4.6 4.2

呼吸器内科 31 3.7 4.7 泌尿器科 48 5.8 5.6

循環器内科 76 9.2 9.8 脳神経外科 58 7.0 5.8

消化器内科 83 10.0 11.2 整形外科 156 18.8 16.8

腎臓内科 31 3.7 3.6 眼科 91 11.0 10.4

神経内科 27 3.3 3.9 耳鼻咽喉科 66 8.0 7.3

糖尿病内科 31 3.7 3.9 産婦人科･産科 78 9.0 8.6

皮膚科 52 6.3 7.2 婦人科 17 2.0 1.4

小児科 124 14.9 13.3 リハビリテーション科 21 2.5 2.0

精神科 92 11.1 12.3 放射線科 39 4.7 5.2

外科（一般外科） 93 11.2 11.4 麻酔科 53 6.4 7.2

診療科

人口10万対
（人） 診療科

人口10万対
（人）

山梨 山梨

 
 

 
 

中北   
291.2 人 

峡東   
190.7 人 

富士･東部   
143.4 人 

峡南   
114.2 人 

2.5 倍 2.0 倍 

⼭梨県  231.8 人 
全 国  240.1 人 

出所）厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師調査」（平成 28 年） 

      総務省「人口推計」（平成 28 年 10 月 1日現在） 

山梨県「常住人口調査」（平成 28 年 10 月 1日現在） 

⼭梨県  1,198.7 人 
全 国  1,160.1 人 

  
    

    

中北   
1,314.2 人 

峡東   
1,389.6 人 

富士･東部   
815.6 人 

峡南   
990.4 人 

1.3 倍  1.６倍 

出所） 厚生労働省「衛生行政報告例」（平成 28 年度） 

       総務省「人口推計」（平成 28 年 10 月 1日現在） 

山梨県「常住人口調査」（平成 28 年 10 月 1日現在） 
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５ 介護従事者の確保に関する事業 
 

 

（介護分） 

事業番号２ 介護人材確保・定着対策魅力発信事業（介護アンバサダー設置等） 

事業番号３       〃         （合同入職式等開催） 

 
 

〇 より良い介護サービスの提供のためには、介護人材の確保と資質の向上が必要である

ため、県ではこれまで、介護人材の養成事業や職業訓練を実施して、介護人材の確保を

図ってきた。 

〇 しかし、介護事業所の人手不足感は解消せず、県内の介護サービス事業所を対象とし

た平成 29 年度の調査結果を見ると、事業所の 57.8%が、従業員が不足していると回答

しており、特に、訪問介護員（80.0%）、介護職員（66.6%）の不足感が高くなっている

（介護労働安定センター「平成 29 年度介護労働実態調査・山梨県版」）。介護分野の有

効求人倍率や離職率は、全産業中でも上位に位置しており、需要と供給のバランスが取

れていない状況である。 

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

（再
掲
）

（①
＋
②
＋
③
）

全　　体 45 13.3 15.6 28.9 42.2 － 57.8

訪問介護員 10 30.0 30.0 20.0 20.0 － 80.0

サービス提供責任者 11 9.1 － 9.1 81.8 － 18.2

介護職員 33 12.1 21.2 33.3 33.3 3.7 66.6

看護職員 34 5.9 14.7 14.7 64.7 － 35.3

生活相談員 26 － 7.7 7.7 84.6 5.3 15.4

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等 12 － － 8.3 91.7 － 8.3

介護支援専門員 39 2.6 5.1 15.4 74.4 2.6 23.1

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数

 
 
 

〇 厚生労働省の推計によると、本県の介護職員数は、11,877 人（平成 27 年度）となっ

ており、高齢化の進展等に伴って、今後も介護サービス利用者は増加し、平成37年（2025

年）には、本県では現状の 1.2 倍程度の 15,126 人の介護人材が必要となると見込まれ

ている。 

〇 このため平成 30 年度では、課題の解決に向けて、山梨県地域医療介護総合確保計画

事業である介護人材の確保定着促進事業、資質向上推進事業を継続して実施し、更に以

下の取組を推進していく。 
 

［課題解決に向けた取組］ 

○介護人材の資質向上の推進 
  
 要介護高齢者が増加する中、介護支援専門員の資質や専門性の向上はさらに重要度が

増しているため、他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門員を養成

図表６ 従業員の過不足の状況（山梨県） 

出所： 平成２９年度介護労働実態調査 （介護労働安定センター） 
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し、専門性の高い指導者の確保を図る。 
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(２) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

山梨県における医療介護総合確保区域については、中北地域、峡東地域、峡南地域、富 

士･東部地域を区域とする。 
 

☑ 二次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□ 二次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

区域名 
面積 
(㎢) 

人口 
(人、H27) 

人口密度 
（人／㎢） 

高齢化率 
(H29) 

構成市町村 

中北区域 
1,335.5 
(29.9%) 

464,759 
(55.7%) 

348.0 27.2% 
甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、
中央市、昭和町 

峡東区域 
755.8 

(16.9%) 
136,371 
(16.3%) 

180.4 30.1% 山梨市、笛吹市、甲州市 

峡南区域 
1,060.0 
(23.8%) 

52,771 
(6.3%) 

49.8 36.6% 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 

富士･東部区域 
1,309.3 
(29.4%) 

181,029 
(21.7%) 

138.3 28.6% 
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖
町、小菅村、丹波山村 

 
出所） 国土地理院「平成 29 年全国都道府県市区町村別面積調」 

総務省「平成 27 年国勢調査」  

山梨県「平成 29 年度高齢者福祉基礎調査」 

 

中北区域 

峡東区域 

富士・東部区域 

峡南区域 
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 (３) 計画の目標の設定等  
 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向け

た在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の

確保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げてい

る目標の達成を目指すものとする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～平成 35 年度） 

  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
 

※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 30 年度～平成 32 年度） 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 
地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（H37） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（H37） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 2,566 床（H37）  

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（H37） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較に

あたっては一定の留意が必要 
 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】 
 
 訪問診療を実施する診療所・病院数         140 箇所（H27）→ 154 箇所（H32） 

 退院支援を実施する診療所・病院数         20 箇所（H27）→  23 箇所（H32） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

                       7 病院（H28）→   9 病院（H32） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数    50 箇所（H27）→ 56 箇所（H32） 
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 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

                 40 箇所（H27）→ 45 箇所（H32） 

 在宅療養支援歯科診療所          45 箇所（H28）→  51 箇所（H32） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    83 箇所（H27）→  92 箇所（H32）   

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

                    0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（H32） 

                 

③ 介護施設等の整備に関する目標 
 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成３０年

度～３２年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 
 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,719 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,139 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 33 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →   7 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 16 カ所  

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
 
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】 
 
 医療施設従事医師数              1,924 人（H28）→ 2,099 人（H35） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（H35） 

 養成所等卒業生県内就業率         75.6％（H29）→ 75.6％（H35） 

 ナースセンター事業再就業者数     430 人（H28）→ 443 人（H35） 

 MFICU 病床数                     6 床（H29）→ 6 床（H35） 

 NICU 病床数                      30 床（H29）→ 30 床（H35） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
 
県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護のイ

メージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にター

ゲットを絞った対策を進める。さらに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援

などを行い、介護職員の定着を進める。 
 

 
【定量的な目標値】  

 
  平成 37 年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 

介護職員数 12,536 人（H28）→13,746（H32） 
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２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 
■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患

者が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 

  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 

平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（H37） 

・回復期機能     263 床（H26）→ 1,227 床（H37）  

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（H37） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較に

あたっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 訪問診療を実施する診療所・病院数         77 箇所（H27）→ 86 箇所（H32） 

 退院支援を実施する診療所・病院数         12 箇所（H27）→  13 箇所（H32） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

                       3 病院（H28）→   4 病院（H32） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数    27 箇所（H27）→ 30 箇所（H32） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

                 22 箇所（H27）→ 25 箇所（H32） 

 在宅療養支援歯科診療所          26 箇所（H28）→  29 箇所（H32） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    52 箇所（H27）→  58 箇所（H32） 
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③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～32 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 
 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  821 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  713 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 9 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 15 カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 5 カ所 

 

２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 
 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテー

ションを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者

が多い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 

区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制

の構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 

平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（H37） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（H37） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（H37） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較に

あたっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
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【定量的な目標値】 
 
 訪問診療を実施する診療所・病院数         28 箇所（H27）→ 30 箇所（H32） 

 退院支援を実施する診療所・病院数         3 箇所（H27）→  4 箇所（H32） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

                       2 病院（H28）→   2 病院（H32） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数    11 箇所（H27）→ 12 箇所（H32） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

                 7 箇所（H27）→ 7 箇所（H32） 

 在宅療養支援歯科診療所          9 箇所（H28）→  10 箇所（H32） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    17 箇所（H27）→  18 箇所（H32） 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～32 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →368 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →231 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 カ所 → 1 カ所 

 

２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 
 
■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高

い地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、

在宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 

平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数 
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・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（H37） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（H37） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（H37） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較に

あたっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 訪問診療を実施する診療所・病院数         9 箇所（H27）→ 10 箇所（H32） 

 退院支援を実施する診療所・病院数         2 箇所（H27）→  2 箇所（H32） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

                       2 病院（H28）→   2 病院（H32） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数    3 箇所（H27）→ 4 箇所（H32） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

                 6 箇所（H27）→ 7 箇所（H32） 

 在宅療養支援歯科診療所          2 箇所（H28）→  3 箇所（H32） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    3 箇所（H27）→  4 箇所（H32） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～32 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 
 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 143 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 →2 カ所 

 

２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 
 

■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格

差が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程

度離れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性

が高いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題と

なっている。 

平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組
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むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（H37） 

・回復期機能      0 床（H26）→  259 床（H37） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（H37） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較に

あたっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 訪問診療を実施する診療所・病院数         26 箇所（H27）→ 28 箇所（H32） 

 退院支援を実施する診療所・病院数         3 箇所（H27）→  4 箇所（H32） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

                       0 病院（H28）→   1 病院（H32） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数    9 箇所（H27）→ 10 箇所（H32） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

                 5 箇所（H27）→ 6 箇所（H32） 

 在宅療養支援歯科診療所          8 箇所（H28）→  9 箇所（H32） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    11 箇所（H27）→  12 箇所（H32） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～32 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 387 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 4 カ所 

  
 

２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
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(４) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり 
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２．事業の評価方法 
 

(１) 関係者からの意見聴取の方法 

 

【医療分】 

 
○ 平成 29 年 10 月 25 日  平成 30 年度計画の策定について、県医師会、県歯科医師会及び  

～26 日  県看護協会へ説明・意見交換 
  

○ 平成 29 年 10 月 26 日  県医師会、各地区医師会、県民間病院協会、県官公立病院等協議 
会、県精神科病院協会、県民主医療機関連合会、県歯科医師会、 
県看護協会、県薬剤師会、県栄養士会、県助産師会、各医療機関、 
各市町村及び県関係各課に対し、事業提案募集通知を発出 

（県ホームページにも掲載） 
 
○ 平成 29 年 11 月 2 日  地域医療構想調整会議（峡南地域）開催 
 
○ 平成 29 年 11 月 7 日  地域医療構想調整会議（富士・東部地域）開催 
 
○ 平成 29 年 11 月 13 日  地域医療構想調整会議（峡東地域）開催 
 
○ 平成 29 年 11 月 30 日  地域医療構想調整会議（中北地域）開催 
  
○ 平成 30 年 1 月 19 日～ 事業提案募集〆切 

提案内容について、提案団体等から聴き取り（随時）  
  
○ 平成 30 年 2 月下旬   事業計画案について、県医師会、県歯科医師会及び県看護協会に説 

明・意見交換 
  

○ 平成 30 年 5 月 29 日 山梨県医療審議会開催、事業計画案について協議  

※委員構成： 県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、 

山梨大学医学部附属病院、県民間病院協会、県精神 

科病院協会、県官公立病院等協議会、県老人保健施 

設協議会、県リハビリテーション病院・施設協議会、 

県訪問看護ステーション連絡協議会、県市長会、県 

町村会、県国民健康保険団体連合会、県社会福祉協 

議会、県交通安全母の会連合会、県連合婦人会、学 

識経験者 
 

【介護分】 
 

￮ 平成 30 年 7 月 31 日    山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 
 

￮ 平成 30 年 11 月        山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
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(２) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、山梨県医療審議会、山梨県地域包括ケア推進協議会あ

るいは個別分野に関して設置されている協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要

に応じて見直しを行う。 
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３．計画に基づき実施する事業 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 

地域医療構想推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

982,598 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関、県 

事業の期間 平成 30 年 10 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 患者の状態に応じた適切な医療を将来にわたって持続的に受けられる

ようにするため、不足する回復期機能への転換を促す必要がある。 

アウトカム指標：30 年度基金を活用して整備を行う不足する回復期機能の

病床数  182 床/年 

事業の内容 地域医療構想を達成するため、 

・医療機関等が行う回復期への転換に係る施設整備の費用 

・医療機関が行う事業縮小の際に要する経費 

に対して助成する。 

また、地域医療構想調整会議で活用する医療提供体制のあり方に係る調

査・分析等を行う。 

アウトプット指標 施設整備を行う医療機関  ４箇所 

アウトカムとアウトプットの

関連 

医療機能の分化・連携に資する事業を実施することにより、構想の実

現に向けて必要とされる回復期機能の充実強化が促進される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

982,598 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

- 

基金 国（Ａ） (千円) 

329,244 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

164,623 

民 (千円) 

- 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

493,867 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

488,731 

備考（注３） H30：2,990 千円、R1：45,198 千円、R2：0 千円、R4：3,100 千円、 

R5：442,579 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
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（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 
関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 

精神・身体合併症医療連携推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

36,000 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 10 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 本県では、精神・身体合併症の患者について、適切な監護が可能な病

床環境が整った一般病院が民間の１箇所しかないため、精神科はある

が監護の環境が整っていない一般病院で受け入れざるを得ないケース

や、身体的なケアが必要な場合、一度一般病院に入院した患者の精神

科病院への転院が円滑にできないケースなどがみられ、病院の負担増

加や長期の病床占有等が問題となっている。 

 

アウトカム指標： 不足する医療提供体制の充実 

・閉鎖処遇が必要な患者に対する一般科併診が可能である病床数 

45 床（H29）→ 50 床以上（H31） 

・県内の回復期病床数 1,169 床（H28）→ 2,566 床（H37） 

 

事業の内容 官公立の総合病院に精神疾患に対応できる入院治療病床を整備し、重

篤な精神・身体合併症患者に対する緊急的かつ専門的な身体的治療の

集約化を図るとともに、精神科病院を含めた医療機関間で受入及び転

院のための連携体制を構築することにより、患者の各治療段階に応じ

た最も適切な医療の提供を可能とするとともに、一般病院の負担を軽

減し病床機能の転換を促進する。 

 

アウトプット指標 病床整備を行う医療機関 １箇所 

アウトカムとアウトプットの

関連 

医療機能の集約化と医療機関間の連携体制を構築することにより、一

般科医療機関の負担軽減と病床の機能転換が促進される。 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

36,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

12,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

12,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,000 

民 (千円) 

- 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

18,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 
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その他（Ｃ） (千円) 

18,000 

(千円) 

0 

備考（注３） H30：18,000 千円、H31：0 千円(繰越) 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 

がん診療施設設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 5,955 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢化の進展に伴い、がんの罹患者数は更なる増加が見込まれること

から、2025 年を見据えた効率的で質の高い医療提供体制を構築してい

くためには、がん診療連携拠点病院の機能強化や拠点病院と地域の医

療機関との連携強化等を推進していく必要がある。 

アウトカム指標：がんの年齢調整死亡率（75 歳未満（人口 10 万人対）） 

             H30：H20（82.2%）から概ね 2 割減 

事業の内容 がんの症状の重さや治療難易度に合わせた患者ごとの治療計画を策定

し、状況に応じて地域医療機関と連携した治療を可能とするため、が

んの特徴を正確に把握できる機器の整備に助成する 

アウトプット指標 がん診療に係る設備整備  1 箇所 

アウトカムとアウトプットの

関連 

がん診療連携拠点病院の機能強化により、患者の状態に応じた適切な

医療を提供し、がんの年齢調整死亡率の改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 5,955 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,323 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,323 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

662 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,985 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

3,970 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

  



- 24 - 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

周術期等口腔機能管理推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 2,058 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県歯科医師会委託） 

事業の期間 平成 30 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 多くの疾患において、周術期の口腔機能管理を行うことにより合併症リス

クの低下など患者の身体的負担が軽減され、早期退院、更には医療費削減

などの効果があることが明らかになっているが、本県では病院での口腔機

能管理に対応する歯科診療所が少なく、また病院側の受入体制も十分では

ないことから、切れ目なく口腔機能管理を提供するための医科歯科連携の

強化と実施のための体制整備を行う必要がある。 

 

アウトカム指標：医科歯科連携により周術期口腔管理を行う歯科診療

所の数 0 施設(H29、がん連携登録歯科医以外)  →150 施設(H34) 

事業の内容 病院での周術期等口腔機能管理が可能な歯科医を周術期等口腔機能管

理連携医として登録し、知識向上のための研修を実施するとともに、県内

の病院に対して医科歯科連携の必要性について周知を図ることにより、今

後、歯科のない病院においても歯科医師や歯科衛生士と連携し、入院時か

ら在宅まで、患者の状態に応じた口腔機能管理の実施が可能となる体制づ

くりを目指す。 

 

アウトプット指標 冊子・リーフレット作成   各 1500 部 

研修会の実施  ２回（１回、150 人） 

訪問病院数  60 箇所/2 年 

アウトカムとアウトプットの

関連 

県内の歯科医療関係者や医療機関に周術期等口腔機能管理の重要性を

周知することにより、対応可能な歯科診療所の増加や実施医療機関の

増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,058 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,372 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

686 

民 (千円) 

1,372 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,058 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 



- 25 - 
 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

(千円) 

1,372 

備考（注３） H30：650 千円、R1：716 千円、R2：113 千円、R4：579 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 

医療機能分化・連携推進地域移行支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

60,370 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託）、地域活動拠点事業者 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 地域医療構想上必要となる慢性期機能病床の見直しを進めるために

は、病院や介護関係者、訪問看護間での調整や連携を行うための体制

整備が必要である。 

アウトカム指標：  

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床を平成37年

度までに 568 床減少 

事業の内容 病院関係者やケアマネジャー、訪問看護師等多職種間のネットワーク

の拠点となるセンターの設置に対して支援する。また、センターと連

携し、実際に各地域で活動を行う地域活動拠点の機能強化等に支援す

ることにより、慢性期病床の入院患者の在宅移行を促進する。 

アウトプット指標 支援センターにおける、県民、病院等医療機関、ケアマネジャー等 
支援関係者からの退院支援等相談対応 

 114 件（H28 年度）→120 件（H30 年度） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

入院患者の早期･円滑な在宅復帰に向けたネットワークの構築により、

患者の地域移行が図られ、慢性期機能病床の見直しなど、病床の機能

分化･連携が推進される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

60,370 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,707 

基金 国（Ａ） (千円) 

22,641 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,320 

民 (千円) 

19,933 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

33,961 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,035 

その他（Ｃ） (千円) 

26,409 

備考（注３） H30：13,052 千円、R1：2,395 千円、R2：8,514 千円、R4：10,000 千円、 

R5：10,000 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 
関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 

医療機能多職種連携促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 22,121 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 病床の機能分化・連携を推進するためには、医療に関して幅広い知識

を有し、多職種間の調整を図れる看護師の養成・確保及び質の向上を

図ることが必要である。 

アウトカム指標：地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能

の病床を平成 37 年度までに 568 床減少 

事業の内容 医療や介護等関係職種の調整役を担う看護師を養成するとともに病院

等での活躍の場の拡大や周知を図り、多職種間の連携を強化する。 

アウトプット指標 調整役を担う看護師養成人数 年間 10 人×4 年 

アウトカムとアウトプットの

関連 

多職種の調整役を養成・活用し、患者の症状等に応じたきめ細やかな

サービスを提供できる体制を整備することで、病床の機能分化・連携

を推進することができる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,121 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

14,747 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,374 

民 (千円) 

14,747 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,121 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

14,747 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H30：3,015 千円、R1：4,083 千円、R2：2,655 千円 、R3：2,411 千円 

R4：2,413 千円、R5：7,544 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 
関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 

地域医療連携推進総合拠点事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,331 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県医師会 

事業の期間 平成 30 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢化の進展を見据え、地域完結型医療の構築のため、今後一層の医

療・介護の連携強化が求められている。 

アウトカム指標： 

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床を平成37年

度までに 568 床減少 

事業の内容 県医師会館内に設置される総合拠点において、以下の事業を行う。 

①医療機関で共有される ICT ネットワークの情報のうち、処方データ

や検診データ等を患者が個人のスマートフォンに蓄積し、他の医療機

関の受診や在宅医療での情報共有を容易にする取り組みを支援するこ

とにより、切れ目のない医療提供体制の構築に繋げる。 

②病院関係者やかかりつけ医、ケアマネージャー等多職種からの相談

に対応できる総合相談窓口を設置するとともに、相談員となる介護支

援専門員に医療を始めとする多職種連携への知識を深める研修を実施

することにより、医療・介護連携を推進する。 

アウトプット指標 ①システムを活用した施設数 5 箇所/年 

②研修の実施 3 回/年 

アウトカムとアウトプットの

関連 

ICT を用いた情報共有や医療・介護の連携強化を図り、患者の状態に

適した医療・ケアを提供する体制を整備することにより、在宅への移

行を促し慢性期病床の削減に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,331 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

11,554 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,777 

民 (千円) 

11,554 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,331 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H30：6,581 千円、R1：4,414 千円、R2：4,026 千円、R3：0 千円 

R4：2,310 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

在宅医療推進協議会設置事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,691 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体、中北、峡東、峡南、富士･東部 

事業の実施主体 山梨県医師会、地区医師会（10 地域） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するためには、

訪問診療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必要であ

る。 

アウトカム指標： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数  140（H27）→154（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

        50 施設(H27) → 56 施設(R2) 

事業の内容 県医師会及び地区医師会における在宅医療に取り組む医師及び多職種

からなる協議会の設置、地域及び全県における在宅医療の課題の検討、

研修会等の開催に対し支援を行う。 

アウトプット指標 全県及び 10 地域で在宅医療推進協議会を開催 

           協議会開催数 6（H29）→ 11（R2） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

全県及び４区域に在宅医療推進協議会を設置し、課題の検討や研修会

の開催を通じて在宅医の拡大を促進することで、訪問診療や在宅看取

りを行う医療機関の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,691 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,794 

都道府県 

0（Ｂ） 

(千円) 

1,897 

民 (千円) 

3,794 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,691 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H30：1,143 千円、R2：396 千円、R3：1,119 千円、R4：3,033 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 

在宅医療広域連携等推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

418 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するためには、

訪問診療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必要であ

る。 

アウトカム指標： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数  140（H27）→154（H30） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

                50 施設(H27) → 56 施設(H30)  

事業の内容 県内各保健福祉事務所において在宅医療の多職種関係者の連携会議を

開催する。 

アウトプット指標 連携会議の開催 4 圏域×3 回 

アウトカムとアウトプットの

関連 

連携会議を開催し成果を意識した取り組みを推進することにより、訪

問診療や在宅看取りを行う医療機関の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

418 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

418 

基金 国（Ａ） (千円) 

279 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

139 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

418 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 

在宅歯科医療人材育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,141 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢化の進展を見据え、高齢者の口腔ケア等在宅歯科医療需要の高ま

りに対応するためには、在宅療養支援歯科診療所の増加等在宅医療提

供体制の強化が必要である。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所の数 

               45 施設(H28)  → 51 施設(H31) 

事業の内容 歯科医療従事者等を対象に、高齢者の食支援（摂食嚥下）、五疾病に

対応した医科歯科連携等の研修事業の実施を支援する。 

アウトプット指標 在宅歯科医療推進に向けた研修会の開催（4 回・参加 400 人） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

在宅歯科医療推進に向けた研修会を通じ、在宅歯科医療人材の育成す

ることで、在宅療養支援歯科診療所数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,141 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,427 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

714 

民 (千円) 

1,427 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,141 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,272 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県歯科医師会委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 在宅歯科医療需要の高まりに対応するためには、在宅歯科医療におけ

る医科や介護など多職種と連携した医療提供体制の強化が必要であ

る。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所の数 

              45 施設(H28)  → 51 施設(H31) 

事業の内容 歯科医療連携室を設置し、①医科・介護等との連携・調整、②在宅歯

科医療希望者への歯科医師紹介、③在宅歯科医療機器の購入・貸出等

を行うとともに、住民や医科、介護関係者等からなる推進協議会等を

設け、事業の評価・検討を定期的に行い業務の効率化を図る。 

アウトプット指標 ・ 在宅歯科医療に関する相談件数 77 件（H28）→110 件（H30） 

・ 在宅歯科医療機器の貸出件数 378 件（H28）→400 件（H30） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

在宅歯科医療連携室を設置し、医科・介護等との連携・調整を図ると

ともに在宅歯科医療機器の貸出等在宅歯科医療の推進を図ることで、

県内における在宅歯科医療提供体制の強化、在宅療養支援歯科診療所

数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,272 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,181 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,091 

民 (千円) 

2,181 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,272 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,181 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

訪問薬剤管理指導推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,029 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県薬剤師会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 在宅療養者には高齢者が多く、複数の疾病をもっている場合が多いた

め服用する薬剤も多種・多様となり、医師の指示通りに正しく薬を服

用できていない場合も多いことから、在宅での服薬管理が必要である。 

アウトカム指標：  

・訪問薬剤管理指導を実施している事業所数 83（H27）→92（H31） 

事業の内容 県薬剤師会が実施する在宅に向けた人材育成及び多職種研修会の開催

を支援する。 

アウトプット指標 薬局向け在宅医療マニュアルの作成（H30：800 部） 

マニュアルを活用した多職種研修会の開催（H31：1 回） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

在宅の経験が少ない薬局を対象に研修会を実施することにより、在宅

医療へ関わるきっかけづくりとし、訪問薬剤管理指導を実施する薬局

の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,029 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

686 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

343 

民 (千円) 

686 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,029 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H30：1,029 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

訪問看護推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,794 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（一部山梨県看護協会委託）、国立大学法人山梨大学 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 医療機関から在宅に移行する患者が、在宅医療にかかる高度な知識・

技術を有する身近な訪問看護師により、関係職種の連携体制のもと一

貫したケアを受けられるようにするため、研修による質の向上を図る

必要がある。 

アウトカム指標： 

訪問看護師数 349 人(H30.4.1) →  365 人（R3.4.1） 

事業の内容 ・医療機関･訪問看護ステーション･居宅介護支援事業所、市町村、保

健所等で構成する訪問看護推進協議会で、訪問看護に関する課題や

対策等を協議する。 

・看護職を対象に、在宅医療の推進に不可欠な訪問看護の充実を図る 

ための研修を実施する。 

・看護師のスキルアップを図るため県内で特定行為研修を実施できる 

研修機関の設置に支援する。 

アウトプット指標 ・ 訪問看護推進協議会の開催回数（9 人×2 回） 

・ 訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師相互研修の受講 

者数（定員 20 人×5 日） 

・ 訪問看護管理者研修の参加者数（40 人） 

・ 特定行為研修機関 0 箇所（H29 年度）→1 箇所（R2 年度） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

協議会での検討や訪問看護師等への研修を行うことで、訪問看護に携

わる看護師の質の向上と確保が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,794 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

934 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,196 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

598 

民 (千円) 

262 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,794 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

262 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H30：491 千円、H31：630 千円、R2：673 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 

在宅歯科医療普及啓発事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,865 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和元年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 本県では、訪問歯科診療を実施する施設数は増加傾向にあるものの、

訪問歯科診療の実施件数は全国平均を下回る状況となっており、県民

への周知が課題となっている。 

アウトカム指標： 

訪問歯科診療を受けた患者数（レセプト件数）の増加 

              24,726 件（H30）→30,000 件（R4） 

事業の内容 在宅歯科医療の理解を促し、高齢期に必要な歯科医療が提供されるよ

う、住民への普及啓発に支援する。 

アウトプット指標 出前講座の実施（H32：5 回、H33：5 回） 
一般住民向けパンフレットの作成（H31：10,000 部） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

在宅歯科医療に対する住民の理解を深めることにより、潜在的なニー

ズを掘り起こし、在宅歯科医療の提供に結びつける。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,865 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,243 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

622 

民 (千円) 

1,243 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,865 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） R 元:695 千円、R2:343 千円、R3:130 千円、R4:697 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 

地域医療支援センター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

20,823 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨大学委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 医師不足の深刻化に加え、地域の医療機関に勤務した場合に将来のキ

ャリア形成に不安を感じることにより、医師の地域偏在が生じている

ため、医師のキャリア形成と医師確保を一体的に支援することが必要

である。 

アウトカム指標：医師の地域偏在の解消 
[医療圏別人口 10 万人あたり医療施設従事医師数の比較] 

・中北区域／峡東区域 1.5 倍（H28）→ 1.5 倍以下（H30） 
・中北区域／峡南区域 2.5 倍（H28）→ 2.5 倍以下（H30） 

・中北区域／富士･東部区域 2.0 倍（H28）→ 2.0 倍以下（H30） 

事業の内容 ・医師の地域偏在の解消と定着を図るため、医師のキャリア形成支援と一 

体的に医師不足病院の医師確保を支援する。 

・県内の医師不足状況の把握分析を進めるとともに、若手医師を地域の医 

療機関に誘導するため、地域枠医学生等に対する面談等を実施する。 

・また、地域の医療機関における研修体制を整備するため、臨床研修 

指導医講習会を開催するとともに、若手医師を対象とした講習会を 

実施する。 

アウトプット指標 地域医療支援センターの運営 

 ・地域枠医学生等への面談者数    40 人 

 ・地域医療機関への斡旋等医師数   10 人 

 ・臨床研修指導医講習会の開催    1 回（25 人） 

 ・若手医師医療技術向上研修会の開催 1 回（50 人） 

※本県では医師修学資金貸与者に対して県内の公立病院等へ勤務するこ 

とにより返還免除としているが、特に配置調整まではしていなかったた 

め、キャリア形成プログラムは作成していない状況にある。今後平成 27 

年度からの貸与者については卒業後に知事が勤務先を指定するよう条 

例改正をしたため、平成 33 年度からは配置調整を行うことになること 

から、キャリア形成プログラムの作成について現在検討中である。 

アウトカムとアウトプットの

関連 

斡旋等により医師不足病院への医師確保を支援することで地域偏在を

解消し、また研修会等を開催することにより地域の医療機関でもキャ

リア形成ができる環境を整えることで医師の定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,823 

基金充当

額 

公  (千円) 

13,882 
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基金 国（Ａ） (千円) 

13,882 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,941 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

20,823 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 

医師派遣推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

75,000 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 県内に４つある二次医療圏のうち、３つの医療圏で人口 10 万人あたり

の医療施設従事医師数が全国及び全県の平均を下回っており、１つの

医療圏に医師が偏在しているため、医師の地域偏在の解消が必要であ

る。 

アウトカム指標：医師の地域偏在の解消 

[医療圏別人口 10 万人あたり医療施設従事医師数の比較] 

・中北区域／峡東区域 1.5 倍（H28）→ 1.5 倍以下（H30） 

・中北区域／峡南区域 2.5 倍（H28）→ 2.5 倍以下（H30） 

・中北区域／富士･東部区域 2.0 倍（H28）→ 2.0 倍以下（H30） 

事業の内容 医師派遣調整検討委員会における協議を踏まえ、医師不足病院に対し

医師派遣を行う山梨大学の運営等に対し助成する。 

アウトプット指標 派遣医師数 10 人 

アウトカムとアウトプットの

関連 

医師を派遣することにより、医師不足病院の医師確保を支援し、医師

の地域偏在の解消を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

75,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

50,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

50,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

25,000 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

75,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

医療勤務環境改善支援センター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

490 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 県民が将来にわたり安全で質の高い医療サービスを受けるためには、

医療分野の勤務環境改善により、医療に携わる人材の定着・育成を図

ることが必要である。 

アウトカム指標：病院看護職員離職率  

         7.9％（H28）→ 7.9％以下(H30) 

事業の内容 医療機関における勤務環境改善の自主的な取組を支援するためのセン

ターを設置し、マネジメントシステムの普及・導入支援、相談対応、

情報提供等を実施する。 

アウトプット指標 医療勤務環境改善支援センターの支援により勤務環境改善計画を策定 

する医療機関数 3 施設 

アウトカムとアウトプットの

関連 

医療勤務環境改善支援センターを設置し、研修会等の実施を通じて医

療機関による勤務環境改善に向けた自主的な取組を支援することで、

医療従事者の離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

490 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

327 

基金 国（Ａ） (千円) 

327 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

163 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

490 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 

産科医等分娩手当支給事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 69,398 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 分娩取扱医療機関及び助産所 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 県内の分娩取扱医療機関数は、平成 16 年の 24 施設から平成 29 年では

15 施設と減少している。これは過酷な勤務状況にある産科医師の減少

によるものである。現在の施設数を最低限維持するためにも、産科医

師等への支援が必要である。 

アウトカム指標：手当支給施設の産科・婦人科医師数及び助産師数 

医師 60 人、助産師 3 人（H29）→ 

 医師 60 人以上、助産師 3 人以上（H30） 

分娩 1,000 件当たり分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師及び助産師数 

         9.0 人（H29）→ 9.0 人以上（H30） 

事業の内容 産科医師等に対し分娩手当を支給する医療機関を支援する。 

アウトプット指標 手当支給者数  63 人、手当支給施設数 19 施設 

アウトカムとアウトプットの

関連 

産科医師等の処遇改善に取り組む分娩医療機関を支援することによっ

て、産科医師等が定着し、本県の産科・周産期医療提供体制の充実・

確保が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 69,398 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

13,157 

 基金 国（Ａ） (千円) 

21,921 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,960 

民 (千円) 

8,764 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

32,881 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

36,517 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 

小児救急医療体制確保事業 

（小児救急医療体制整備事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

33,999 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県小児救急医療事業推進委員会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 県内の小児救急医は充足しているとはいえないため、休日及び夜間に

おける小児の入院治療を必要とする重症患者の医療体制の維持・確保

が必要である。 

アウトカム指標：小児二次救急輪番病院の小児科医師数 

現状 37 人（病院勤務医）（H29）→37 人以上（H30） 

事業の内容 小児科を標榜する病院等が輪番制により小児患者を受け入れることに

より、休日・夜間の小児救急体制を整備するために必要な医療従事者

確保に要する経費等を支援する。 

アウトプット指標 小児二次救急輪番体制の維持確保 

参加病院数（現状 7 病院 → 目標 7 病院） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

小児二次救急輪番体制を維持・確保することで、小児救急医の負担の

軽減や小児医療救急体制の充実が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

33,999 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

20,314 

 基金 国（Ａ） (千円) 

22,666 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,333 

民 (千円) 

2,352 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

33,999 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20（医療分）】 

新人看護職員研修事業 

  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

25,759 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県立大学、山梨県看護協会委託）、各医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 医療機関において看護職員が不足している中、新人看護職員に対して

も質の高い看護が求められる。そのため、新人看護職員の研修の充実

を図る必要がある。 

アウトカム指標：就業看護職員数（常勤換算後） 

        9,830.9 人（H28 年） → 10,742.5 人（H35 年） 

事業の内容 自施設での新人看護職員に対する臨床研修実施への支援を行うととも

に、自施設では研修を完結できない小規模病院に対する新人看護職員

を対象とした合同研修を実施する。 

さらに、実地指導者、新人看護師指導担当者等への研修の実施により、

適切な研修実施体制を確保する。 

アウトプット指標 看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図るために実施

する各研修の実施回数 
・多施設合同研修の実施      （6 日間・50 人） 

・教育担当者研修の実施      （4 日間・30 人） 
・新人看護職員卒後研修の実施   （16 病院・計 326 人） 

・新人看護師指導担当者研修の実施 （3 日間・70 人） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

新人看護職員及び指導者等への研修を支援することにより、新人看護

職員の質の向上を図り、就業看護職員を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

25,759 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

5,106 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,669 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,835 

民 (千円) 

2,563 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

11,504 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

277 

その他（Ｃ） (千円) 

14,255 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 

看護職員資質向上推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,658 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（一部山梨県看護協会委託）、山梨県立大学 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 将来に向け看護職員を確保するためには、個々の能力開発や資質の向

上を図り、自信と誇りをもって看護業務に従事できるよう職能別研修

等ニーズにあった支援を行う必要がある。 

アウトカム指標：就業看護職員数（常勤換算後） 

        9,830.9 人（H28 年） → 10,742.5 人（H35 年） 

事業の内容 看護職のラダーや職能別の研修、実習施設の指導者への研修、潜在看

護職員等の有資格看護職者を対象とした復職支援研修を実施するとと

もに、認定看護師の養成を支援する。 

アウトプット指標 看護職員の資質向上を図るために実施した各研修の実施回数 

・看護職員実務研修の実施（3～5 日間・計 200 人） 

・潜在看護職員復職研修事業（3～5 日間・計 20 人） 

・看護職員実習指導者講習会の実施 

（長期 40 日間・40 人、特定分野 5 日間・12 人） 

・看護職員専門分野研修の実施 

（認知症看護・緩和ケア 7 ヶ月間・計 50 人） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

各看護職員の個々のキャリアに応じた研修の実施を支援することによ

り、資質やモチベーションの向上を図り、就業看護職員を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,658 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,687 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,772 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,886 

民 (千円) 

1,085 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,658 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,085 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

31,186 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 民間立看護師養成所（3 施設） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 看護職員は依然として不足しており、看護ニーズを満たしていない。

県内医療機関に看護職員を安定的に供給するために、看護師等養成所

の運営を支援する必要がある。 

アウトカム指標：養成所卒業生県内就業率 

       78.4％（H29.3 月）→ 78.4％以上(H31.3 月) 

事業の内容 看護学生の看護実践能力の向上を図るため、看護師等養成所における

専任教員の配置や実習経費など養成所の運営を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により看護師等養成を行った施設数（3 施設） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

看護師等養成所の運営を支援することにより、県内で就職する看護職

員の確保及び資質の向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

31,186 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

20,791 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,395 

民 (千円) 

20,791 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

31,186 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（医療分）】 

病院内保育所運営費補助事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

124,304 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 院内保育所を設置する民間医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 県内病院の看護職員の離職率は 7.9％（H28）であり、依然として高い

状況である。看護職員は勤務時間が不規則であり、育児との両立が難

しいため、有子看護師の育児支援をすることにより、看護職員の確保

を図る必要がある。 

アウトカム指標：病院看護職員離職率 

7.9％（H28）→ 7.9％以下(H30) 

事業の内容 勤務環境の改善を行う医療機関のうち、院内保育所の運営により改善

を進める民間医療機関の取組を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により院内保育所を運営した施設数（5 施設） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

院内保育所の運営を支援することにより、看護職員の離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

124,304 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

16,807 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,404 

民 (千円) 

16,807 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

25,211 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

99,093 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

21,236 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 民間立看護師養成所（3 施設） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 看護職員は依然として不足しており、看護ニーズを満たしていない。

県内医療機関に看護職員を安定的に供給するために、看護師等養成所

の運営を支援する必要がある。 

アウトカム指標：養成所卒業生県内就業率 

           75.6%（H29）→ 75.6%以上（R5） 

事業の内容 看護学生の看護実践能力の向上を図るため、看護師等養成所における

専任教員の配置や実習経費など養成所の運営を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により看護師等養成を行った施設数（3 施設） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

看護師等養成所の運営を支援することにより、県内で就職する看護職

員の確保及び資質の向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

21,236 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

14,157 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,079 

民 (千円) 

14,157 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

21,236 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に

民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

39,200 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県南部、県富士・東部区域 

事業の実施主体 社会福祉法人等 

 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築を図

る 

 

アウトカム指標：平成 32 年度末における施設・居住系サービスの入所定員総

数 9,813 人 

 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備を

支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進

する。（健康長寿やまなしプラン：平成 30 年度～平成 32 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,516 床(54 カ所) → 1,719 床(61 カ所) 

・認知症高齢者グループホーム   1,067 床(73 カ所) → 1,139 床(77 カ所) 

・小規模多機能型居宅介護事業所    28 カ所 → 33 カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 7 カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  16 カ所 

 

 

アウトカムとアウト

プットの関連 

健康長寿やまなしプランに基づき、地域密着型サービス施設等の整備を行うこ

とにより、地域密着型サービス施設等の定員総数を増加させる。 
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事業に要する

費用の額 事業内容 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

（注１） 

基金 
その他 

（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービス

施設等の整備 

(千円) 

32,000 

(千円) 

21,333 

(千円) 

10,667 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置に

必要な準備経費 

(千円) 

7,200 

(千円) 

4,800 

(千円) 

2,400 

(千円) 

 

③介護保険施設等の整

備に必要な定期借地権

設定のための一時金 

(千円) 

 

 

 

(千円) 

 

 

 

(千円) 

 

 

 

(千円) 

 

 

 

④介護サービスの改善

を図るための既存施設

等の改修 

(千円) 

 

 

(千円) 

 

 

(千円) 

 

 

(千円) 

 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

39,200 

基金充当額 

（国費）におけ

る公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 (千円) 

 

 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

26,133 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

13,067 

民 うち受託事

業等（再掲） 

(千円) 

 

 

26,133 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

39,200 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注５）  

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民 

の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理 

解促進事業 

事業名 【No.２（介護分）】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業 

（介護アンバサダー設置等） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,685 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２０２５

年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・定着 

事業の内容 介護保険施設に勤務する現職の介護職員から選考された介護アンバサ

ダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じて、啓発資材も活用し

広く県民に介護の魅力ややりがいを伝え、介護人材の確保・定着を促

進する。 

アウトプット指標 ・新入職員合同入職式及び研修会への参加  

介護アンバサダー６名 

・学校訪問 

・県主催イベント等への参加   延べ３０回 

アウトカムとアウトプットの

関連 

介護の魅力を発信することが、介護職に対する社会的評価を高めると

ともに、介護求職者の増加や将来の職業選択の契機に繋がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,685 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

 

1,123 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,123 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

562 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,685 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」 

に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.３（介護分）】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,190 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：公益財団法人介護労働安定センター山梨支部） 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２０２５

年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・定着 

事業の内容 新規に入職した介護職員を対象として合同入職式、研修会等を実施す

ることにより、介護人材の確保・定着を促進する。 

アウトプット指標 ・新入職員合同入職式の開催（１回） 

・報告会・研修会の実施（２回） 合計参加人数１６０名 

アウトカムとアウトプットの

関連 

同期入職者同士の連帯感の醸成、資質の向上及び職員間を基礎とする

施設間連携強化を促進することにより、介護人材の確保・定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,190 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

793 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

397 

民 (千円) 

793 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,190 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

793 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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(２)  事業の実施状況 

別紙「事後評価」のとおり 

 


